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都道府県知事は、当該地域において従事する他の同種の労働者及びその使用
者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をすることができる」とし
ています。
　つまり、ある一定地域の大多数の労働者が同じ労働条件で雇用されるに
至ったときは、その労働条件が一つの工場事業場を超えて、その地域全体の
労働者にも拡張適用されるというものです。

5　労働協約の有効期間

　労働協約に有効期間を定めるかどうか、また、定めるとしたらそれをどのく
らいの期間にするかは、当事者の自由です。
　一般的に労使関係は、労働協約の有効期間が長ければ長いほど、長期にわた
り安定しますが、その反面、あまり長すぎますと、経済情勢や企業経営の変化
に対応できなくなることがあります。
　労働組合法では、3 年を超える有効期間を定めることはできないとしていま
す。また、3 年を超える有効期間の定めをした労働協約は、3 年の有効期間の
定めをしたとみなされます（労働組合法第 15 条第 1 項､ 第 2 項）。

規定例
（有効期間）

○　この協約の有効期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年
○○月○○日までとする。ただし有効期間中であっても、双方合意
の上で改訂することができる。

（改廃の手続）

○　この協約の期間満了に際して、会社又は組合いずれか一方がこの
協約を改廃しようとするときは、期間満了日の 1 ヶ月前までに文書
を添えて申し入れることとする。

（1） 自動延長
　労働協約は、有効期間の定めをした場合、有効期間の満了により失効します
が、新しい労働協約が結ばれるまでの間、無協約の状態にならないよう有効期
間を延長して効力を存続させようというのが、自動延長条項です。
　労働協約の自動延長には、期間の定めがあるものとないものとがあります。
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　ア　期間の定めがある自動延長
　労働協約の有効期間満了後も一定の期間を限ってその効力を延長する旨の
定めをしたときは、延長後の労働協約は期間の定めのある労働協約となりま
す。この場合、元の有効期間と合わせて 3 年を超えることができません。
　延長された労働協約は、延長期間が満了すれば当然に失効します。

規定例

○　この協約の期間満了に際して、会社又は組合いずれか一方がこの
協約の改定をしようとする場合に、労使協議会または団体交渉にお
いて協議もしくは交渉しても、協定が成立しないときは、○ヶ月に
限ってこの協約が引き続き効力を有するものとする。

　イ　期間の定めがない自動延長
　労働協約の期間満了後、期限を定めないでその効力を延長するというのが、
期間の定めのない自動延長条項です。
　この協定によって延長された労働協約は、延長期間に入った後は期間の定
めがない労働協約と同様の取扱いを受けますので、当事者のいずれか一方は、
署名又は記名押印した文書で解約しようとする日の少なくとも 90 日前に予
告することで解約できることになります（労働組合法第15条第3項､第4項）。

（2） 自動更新
　労働協約の内容について労使ともに改廃を希望しない場合、有効期間が満了
した労働協約と同じものを、再度新たな労働協約として発足させようというの
が自動更新協定です。
　自動更新においては、労働協約の内容は以前と少しも変わりませんが、形式
上は別の労働協約が新たに締結されたものとみなされます。この点が自動延長
と異なります。
　なお、更新後の労働協約について、有効期間を定めるものと定めないものが
あります。

規定例（1）

○　この協約の期間満了日の○ヶ月前までに、会社、組合とも改廃の
申入れをせず期間が満了したときは、この協約はさらに 1 か年間の



13第 1 部　基本編　−労働協約の締結から終了まで−

期間を限って更新されたものとみなし、2 年目以後はこれを繰り返
す。

　　ただしこの場合、会社、組合双方が更新期日を記入し、記名押印
するものとする。

規定例（2）

○　本労働協約は、有効期間満了日の○ヶ月前までに一方の当事者か
ら更新をしない旨の文書による通告がない場合には、さらに同一の
期間更新するものとする。

6　労働協約の承継・存続

（1） 合併と労働協約
　合併とは、2 つ以上の会社が契約により 1 つの会社になることです。合併に
は、すべての会社が解散し同時に新たな会社を設立する新設合併と、1 つの会
社が存続して他の解散する会社を吸収する吸収合併があります。
　合併では、新設合併であれ吸収合併であれ、合併前のすべての会社の権利義
務がそのまま包括的に合併後の会社（吸収合併存続会社ないし新設合併設立会
社）に承継されますので（会社法第 750 条第 1 項､ 第 754 条第 1 項）、合併前
の会社と労働組合の間で締結されていた労働協約も合併後の会社に承継されま
す。
　ただし、その結果、合併後の会社の中で複数の異なる労働条件が併存する可
能性が出てきますので、その場合は併存状態を解消するために一定の時間をか
けて労働条件の調整が行われるのが通常です。

（2） 会社分割と労働協約
　会社分割とは、1 つの会社を 2 つ以上の会社に分けることを言います。
会社分割には、分割する会社（分割会社）がその営業の全部又は一部を、分割
により新たに設立した会社（新設分割設立会社）に承継させる新設分割と、す
でに存在する他の会社（吸収分割承継会社）に承継させる吸収分割があります。
　会社分割では、新設分割計画ないし吸収分割契約に定めた権利義務が、分割
後の会社（新設分割設立会社ないし吸収分割承継会社）にそのまま承継されま
す。


